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担当弁理士： 春名 真徳 

進歩性の判断に関する裁判例 
−「脂質含有組成物」事件 − 

R3.8.30 判決 知財高裁 令和 2 年（行ケ）第 10044 号 
審決（拒絶）取消請求事件：審決取消 

 
概要 
 主引用例には、相違点２に関する「ω−６脂肪酸の用量を１⽇⼜は１回当たり４０ｇ以下とすべきこと」
についての記載や示唆はなく、技術常識であるとも認められないため、主引用例において、当該用量に係る
構成を採用することは動機付けられないと判断し、本願発明の進歩性を否定した審決を取り消した事例。 

 
 

特許請求の範囲 
【請求項１９】 
 異なる供給源に由来する脂質の混合物を含む脂質
含有配合物であって、前記配合物は、ある用量のω
−６脂肪酸およびω−３脂肪酸の用量を含み、ω−
６対ω−３の⽐が４：１以上であり： 
 （ｉ）ω−３脂肪酸は、前記配合物中の総脂質の
０．１〜２０重量％であるか； 
 または 
 （ｉｉ）ω−６脂肪酸の用量は、４０ｇ以下であ
る、脂質含有配合物。 
 

主な争点 
 刊行物５を主引用例とする本願発明の新規性及び
進歩性の判断の誤り（取消事由１） 
 

裁判所の判断 
『（３） 相違点２の判断の誤りについて 
 原告は、相違点２に関し、本件審決が、①刊行物
５の記載及び脂質の大量の摂取を控えることが健康
上の技術常識であることを考慮すると、１回の「用
量」でω−６脂肪酸を４０ｇを超えた脂質含有配合
物として用いることは考えられないから、「ω−６
脂肪酸の用量は、４０ｇ以下」であること（相違点
２に係る本願発明の構成）は、刊行物５に記載自体
がなくとも記載されているに等しい事項であるから
、相違点２は、実質的な相違点ではないか、刊行物
５発明において、「ω−６脂肪酸の用量は、４０ｇ
以下」とすることは、「用量」の意味が、１回の「
用量」や１日の「用量」であるかにかかわらず当業
者が容易になし得る技術的事項である旨判断したの
は誤りである旨主張するので、以下において判断す
る。 
 ・・・（略）・・・刊行物５における「最近の日
本人の食生活は欧米型化が進み、肉類を中心とした
食事の機会が大幅に増え、脂肪の摂取量については
一日当り４０ｇと増加し、それに伴い、疾病の種類
も変化し、高血圧、心臓病の循環器系疾患や乳癌、
大腸癌などが増加して、こちらも欧米型化になり、
大きな社会問題になっている。」との記載は、それ
に引き続き「しかし、研究が進むにつれて、脂肪を

構成する不飽和脂肪酸の種類の摂取アンバランスに
よることが判明した。」などの記載があることに照
らすと、「脂肪の摂取量」が「一日当り４０ｇ」に
増加したこと自体が問題であることを述べたり、そ
れを改善すべきことを示唆するものではないと理解
するのが自然である。 
 また、刊行物５の記載全体をみても、刊行物５に
おいて、脂肪の摂取量を１日当たり４０ｇに差し控
えるべきことや、「ω−６脂肪酸の用量」は、１日
又は１回当たり「４０ｇ以下」とすべきことについ
ての記載や示唆はない。 
 （イ） 次に、本件審決が述べるように「脂質の
大量の摂取を控えること」自体が健康上の技術常識
であるといえるとしても、脂質の適正な摂取量は、
年齢、性別、エネルギー摂取量等の要素によって変
わり得るものと考えられるから、そのことから直ち
に「脂肪の摂取量」を１日当り４０ｇ以下とするこ
とが技術常識であることを導出することはできない
し、それが技術常識であることを前提に「ω−６脂
肪酸の用量」は、１日又は１回当たり「４０ｇ以下
」とすることが技術常識であるということはできな
い。本件においては、他に「ω−６脂肪酸の用量は
、４０ｇ以下」とすることが技術常識であることを
認めるに足りる証拠はない。 
 イ（ア） 前記アの認定を総合すると、刊行物５
には、本件審決のいう技術常識を踏まえても、刊行
物載５発明に含有する「ω−６脂肪酸の用量は、４
０ｇ以下であること」についての実質的な開示があ
るものと認めることはできない。 
 そうすると、刊行物５発明が「ω−６脂肪酸の用
量は、４０ｇ以下」であるとの構成（相違点２に係
る本願発明の構成）を有することは認められないか
ら、相違点２は実質的な相違点であるものと認めら
れる。 
 これと異なる本件審決の判断は誤りである。 
 （イ） 次に、前記ア認定のとおり、刊行物５に
は、脂肪の摂取量を１日当たり４０ｇに差し控える
べきことや、「ω−６脂肪酸の用量」は、１日又は
１回当たり「４０ｇ以下」とすべきことについての
記載や示唆はなく、また、「ω−６脂肪酸の用量は
、４０ｇ以下」とすることが技術常識であることを



Unius News 35-4 

 

- 8 - 

認めるに足りる証拠がないことに照らすと、刊行物
５に接した当業者が、刊行物５発明において、相違
点２に係る本願発明の構成を採用することの動機付
けがあるものと認めることはできないから、上記構
成とすることを容易に想到することができたものと
認められない。 
 これと異なる本件審決の判断は誤りである。 
 ウ これに対し被告は、①刊行物５には、脂肪の
摂取量については１日当たり４０ｇと増加している
との記載及びそれを問題であると認識していること
の記載があり、刊行物５発明は、脂質（脂肪）の取
り過ぎの抑制を前提に、ω−６脂肪酸とω−３脂肪
酸をバランス良く摂取することを技術思想とする発
明であるから、脂質の一部である不飽和脂肪酸のさ
らに一部であるω−６脂肪酸を一定以下に抑えるこ
とは当然であり、脂質全体として取り過ぎであると
の認識である４０ｇという値以下と特定することに
は強い動機付けがある、②しかも、１日の脂質摂取
は、刊行物５発明のドリンク剤組成物以外の食品か
らも⽣じるのであるから、１日又は１回当たりω−
６脂肪酸４０ｇ以下との上限を設定することは、当
業者が容易になし得る技術的事項であるから、当業
者は、刊行物５発明において、相違点２に係る本願
発明の構成とすることを容易に想到することができ
た旨主張する。 
 しかしながら、前記ア（ア）で説示したとおり、
刊行物５における「最近の日本人の食⽣活は欧米型
化が進み、肉類を中心とした食事の機会が大幅に増
え、脂肪の摂取量については一日当り４０ｇと増加
し、それに伴い、疾病の種類も変化し、高血圧、心
臓病の循環器系疾患や乳癌、大腸癌などが増加して
、こちらも欧米型化になり、大きな社会問題になっ
ている。」との記載は、「脂肪の摂取量」が「一日
当り４０ｇ」に増加したこと自体が問題であること
を述べたり、それを改善すべきことを示唆するもの
ではない。 
 また、刊行物５の記載全体をみても、刊行物５に
おいて、脂肪の摂取量を１日当たり４０ｇに差し控
えるべきことや、「ω−６脂肪酸の用量」は、１日
又は１回当たり「４０ｇ以下」とすべきことについ
ての記載や示唆はない。 
 加えて、本件においては、他に「ω−６脂肪酸の
用量は、４０ｇ以下」とすることが技術常識である
ことを認めるに足りる証拠はない。 
 したがって、刊行物５に接した当業者が刊行物５
発明において相違点２に係る本願発明の構成を採用
することの動機付けがあるものと認めることはでき
ないから、被告の上記主張は採用することができな
い。 
（４） 小括 
 以上のとおり、本件審決には相違点２の判断に誤
りがあるから、本願発明は刊行物５発明と同一の発
明であると認めることはできないし、また、当業者
が刊行物５発明及び技術常識に基づいて容易に発明
をすることができたものと認めることはできない。 
 したがって、原告主張の取消事由１は理由がある

。』 
 

検討 
 本願発明との相違点２について、刊行物５には、
日本人の食⽣活の欧米型化に関して「脂肪の摂取量
が一日当り４０ｇに増加している」との状況が単に
述べられているだけであり、脂肪の摂取量を１日当
たり４０ｇに差し控えるべきことが直接的に記載さ
れているものではなかった。 
 刊行物５の文脈としては、食⽣活の欧米型化によ
り高血圧等の循環器系疾患や大腸がん等の疾病が増
加し、これまでは、脂肪酸の摂取過多がこれらの疾
病の原因と考えられていたが、脂肪を構成する不飽
和脂肪酸の種類の摂取アンバランスが問題であるこ
とが判明したことが記載されている。 
 このような刊行物５の文脈を考慮すると、「脂肪
の摂取量」が「一日当り４０ｇ」に増加したこと自
体が問題であることを述べたり、それを改善すべき
ことを示唆するものではないと理解するのが自然で
あるとの裁判所の判断は妥当であると考えられる。 
 

実務上の指針 
 飲食品が想定される特許事例において、機能性の
用途だけでなく、１日又は１回当たりの用量を特定
して権利化されている事例が散見される。機能性表
示食品や特定保健用食品等であれば、種々の機能性
関与成分について、ヘルスクレーム（機能性の表示
）をするだけでなく、関与成分の１日又は１回当た
りの摂取目安量も表示されるため、１日又は１回当
たりの用量を特定した特許の実施や権利活用が可能
である。 
 例えば、機能性表示食品「グリナ」（味の素(株)
）では、「睡眠アミノ酸〝グリシン〟を摂取するこ
とで、すみやかに深睡眠（徐波睡眠ともいわれる）
をもたらす効果を発見し、特許（特許第４９１３４
１０号）を保有しています。」との特許表示により
商品アピールがなされており、当該特許は、以下の
ように 1 食摂取量が特定されている。 
 
【請求項１】 
 １食当たりの単位包装形態からなり、該単位中に
、グリシンを有効成分として、１食摂取量として０
．５ｇ以上含有する、徐波睡眠への移行誘発剤。 
 
 用量を特定した特許出願では、細胞試験だけでは
１日量等の評価ができず、少なくとも動物試験以上
の評価方法が必要となる。引用文献では組成物の処
方例や含量の記載はあっても、効果を奏するための
１日量や１回量までは具体的な記載がない場合も多
く、権利化の落とし所として有効となり得る。 
 機能性表示食品等ではない、いわゆる「健康食品
」においても、カプセル剤や錠剤等の剤形で、配合
成分の１日量が表示され、算定できるものもある。
食品分野の特許における用量は、ビジネス上の実施
態様との整合性に注意しつつ権利化戦略に組み込む
ことが重要である。           以 上 


